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各校オープンスクールの日程（詳しくは、各学校のホームページをご覧ください。）

11 月は「敦賀市教育月間」

　敦賀市教育委員会では、「敦賀市『知・徳・体』充実プラン」の取り組みとして、昨年度より 11 月を「敦
賀市教育月間」としています。この期間に、市内の全小中学校がオープンスクールを開催し、子どもたちの
学習の成果やこれまでの取り組みを、保護者の方々や地域の皆さまに紹介しています。
　各地域の学校にお越しいただき、敦賀の未来を担う子どもたちの生き生きとした姿をぜひご覧ください。

※駐車場がないため、徒歩・自転車でお越しください。

校区 学校名・会場 行事名 開催日 時　間 駐車場

気
　
比

　気比中学校
　創立 70 周年記念行事
　Ｋ　・　Ｇ　・　Ｏ 11/11 ㈯ 9 : 00 ～ 15 : 00 校庭

　敦賀南小学校 　南の子フェスタ 11/15 ㈬ 8 : 20 ～ 12 : 00 校庭

　敦賀西小学校 　西小ふれあいフェスタ 11/17 ㈮ 8 : 35 ～ 11 : 45 ※

　中郷小学校 　にこにこ文化祭 11/17 ㈮ 8 : 30 ～ 11 : 50 校庭

角
　
鹿

　赤崎小学校 　赤崎っ子スクール 11/11 ㈯ 8 : 50 ～ 12 : 10 校庭

　角鹿中学校 　角鹿ラーニング・フェスタ 11/11 ㈯ 8 : 35 ～ 15 : 20 校庭

　咸新小学校 　咸新小オープンスクール 11/16 ㈭ 8 : 50 ～ 12 : 10 学校駐車場・校庭

　敦賀北小学校 　北っ子ランド 11/17 ㈮ 9 : 00 ～ 11 : 30 校庭

松
　
陵

　沓見小学校 　沓見小オープンスクール 11/11 ㈯ 8 : 30 ～ 11 : 30 校庭

　松陵中学校 　Welcome to 松陵 11/18 ㈯ 8 : 35 ～ 15 : 35 校庭

　松原小学校 　うみのこフェスタ 11/25 ㈯ 8 : 40 ～ 14 : 00 市営野球場駐車場

　中央小学校 　中央フェスティバル 11/25 ㈯ 8 : 30 ～ 11 : 00 校庭

東
浦　東浦小・中学校 　ふれあいフェスティバル 11/11 ㈯ 9 : 00 ～ 15 : 00 校庭

粟
　
野

　粟野中学校 　IKOSSA　粟中！ 11/11 ㈯ 8 : 40 ～ 15 : 10 校庭

　黒河小学校 　くろこスマイル文化祭 11/18 ㈯ 8 : 20 ～ 11 : 35 校庭

　粟野南小学校 　ふれあい祭り 11/18 ㈯ 9 : 00 ～ 14 : 40 校庭・粟野公民館

　粟野小学校 　粟野小学校オープンスクール 11/22 ㈬ 9 : 15 ～ 14 : 45 校庭

気比中の 頑張りを 応援してね

昨年度のオープンスクールの様子

と　き
　　　　13 ：30 ～ 15：00
ところ　敦賀市総合運動公園体育館

11月9日㊍ 対　象　市民、市内小学校 5・6 年生
定　員　1,500 人
料　金　無料（申込不要）
問合せ先　ふるさと創生課 ☎ 22-8111

　2014 年に青色ＬＥＤの研究でノーベル物理学賞を受賞された天野 浩 教授に
よる特別講演会を開催します。

ノーベル物理学賞受賞者　名古屋大学 天
あ ま の

野  浩
ひろし

 教授  特別講演会

敦賀市制施行 80周年　敦賀市教育月間

問合せ先　学校教育課　☎ 22 － 8162

オープンスクール開催します！

「
税
を
考
え
る
週
間
」

11
月
11
日
㈯
～
17
日
㈮
は
、

▶動画で見る税務署の仕事（ド
　ラマ仕立てで税務調査や国
　税徴収などの業務を紹介）
▶国税庁レポートでは、国税
　 庁 の 1 年 間 の 活 動 や そ の
　 年 の トピックについて、統
　計資料などを用いて説明
問合せ先
　敦賀税務署 総務課
　 　　　　　☎ 22 ー 9265

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ や
Twitter で税に関する情報
を発信しています！　

事
業
者
を
対
象
と
し
た

　
軽
減
税
率
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

と
　
き　

11
月
21
日
㈫

▼
午
前
の
部　

10
時
～
11
時

▼
午
後
の
部　

13
時
30
分
～
14
時
30
分

と
こ
ろ　

プ
ラ
ザ
萬
象

※
午
前
ま
た
は
午
後
の
部
の
ど
ち
ら
か
都

合
の
良
い
方
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先
　
敦
賀
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
２
６
８

北
陸
税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

    

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

　

税
を
考
え
る
週
間
に
合
わ
せ
て
税
理
士

に
よ
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
日

ご
ろ
疑
問
に
思
っ
て
い
る
こ
と
や
贈
与
税
、

相
続
税
な
ど
興
味
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
　
き　

11
月
16
日
㈭ 

10
時
～
16
時

と
こ
ろ　

市
役
所
１
階 

市
民
ホ
ー
ル

問
合
せ
先　

北
陸
税
理
士
会 

敦
賀
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
・
０
１
５
７

    

年
末
調
整
説
明
会
を

    

開
催
し
ま
す

と
　
き　

11
月
22
日
㈬

▼
午
前
の
部　

10
時
～
12
時

　

対
象　

法
人
・
官
公
庁
の
方

▼
午
後
の
部　

14
時
～
16
時

　

対
象　

個
人
事
業
者
の
方

と
こ
ろ　

プ
ラ
ザ
萬
象

※
事
前
に
お
届
け
し
た
資
料
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。
同
封
の
用
紙
が
不
足
す
る
場

合
は
、
コ
ピ
ー
す
る
か
、
説
明
会
会
場
・

税
務
署
・
市
役
所
税
務
課
で
お
受
け
取

り
く
だ
さ
い
。

※
指
定
さ
れ
た
時
間
で
都
合
の
悪
い
方
は
、

都
合
の
良
い
時
間
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

敦
賀
税
務
署 

法
人
課
税
部
門

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
２
６
８

敦
賀
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

県
お
よ
び
県
内
全
市
町
は
、
平
成
28
年
度
か
ら

総
従
業
員
３
人
以
上
の
事
業
主
の
方
を
特
別
徴
収

義
務
者
と
し
て
指
定
し
、
事
業
主
の
方
に
従
業
員

の
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
）
を
し

て
い
た
だ
く
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
特
別
徴
収
に
す
る
と
…

　

普
通
徴
収
の
納
期
が
年
４
回
に
対
し
、
特
別

徴
収
は
年
12
回
な
の
で
、
従
業
員
の
１
回
あ
た

り
の
負
担
額
が
少
な
く
な
り
納
め
忘
れ
も
な
く

な
り
ま
す
。（
特
別
徴
収
の
税
額
の
計
算
は
市
が

行
い
ま
す
）

■
特
別
徴
収
と
は

　

事
業
主
の
方
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同

じ
よ
う
に
、
従
業
員
が
納
め
る
べ
き
個
人
住
民

税
を
毎
月
の
給
与
か
ら
引
き
去
り
（
給
与
天
引

し
）、
市
に
納
入
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
と
な
る
事
業
所
は

　
総
従
業
員
３
人
以
上
の
事
業
所

※
総
従
業
員
数
は
各
年
度
に
市
に
提
出
さ
れ
た
給
与

　

支
払
報
告
書
の
報
告
枚
数
か
ら
退
職
者
（
退
職
予

　

定
者
を
含
む
）
分
を
除
い
た
数
で
判
断
し
ま
す
。

※
従
業
員
全
員
に
つ
い
て
、
特
別
徴
収
す
る
こ

　

と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
、「
全
員
普
通
徴
収

　

届
出
書
」
の
記
載
理
由
に
該
当
す
る
場
合
の

　

み
普
通
徴
収
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

　

そ
の
場
合
、「
全
員
普
通
徴
収
届
出
書
」
の
提

　

出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ
先

【
特
別
徴
収
の
一
斉
指
定
に
関
す
る
こ
と
】

県
税
務
課　

☎
０
７
７
６
・
20
・
０
２
５
７

【
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
】

　

市
税
務
課  

☎
22
・
８
１
０
６

個
人
住
民
税
の

特
別
徴
収
完
全
実
施

に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す

事業主の
皆さんへ

▼公共施設の例 　

く
ら
し
の
中
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
公
共
サ
ー
ビ
ス
（
教
育
、
医
療
、

福
祉
、
警
察
、
消
防
な
ど
）
や
公
共

施
設
（
学
校
、
公
園
、
道
路
な
ど
）
を

提
供
す
る
た
め
の
主
な
財
源
と
な
る
の

が
、
み
ん
な
で
出
し
合
っ
て
負
担
し
て

い
る
「
税
金
」
で
す
。
私
た
ち
は
一
人

で
は
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。
税
金
は
、

私
た
ち
が
社
会
で
生
活
し
て
い
く
た
め

の
、
い
わ
ば
「
会
費
」
と
い
え
ま
す
。

　

今
後
も
く
ら
し
を
支
え
る
公
共
サ
ー
ビ

ス
や
公
共
施

設
の
提
供
を

維
持
・
継
続

し
て
い
く
た

め
に
は
、
納

税
者
で
あ
る

私
た
ち
が
高

い
納
税
意
識

を
持
ち
、
正

し
く
税
金
を

納
め
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

今
年
度
の
テ
ー
マ

「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

わ
か
ら
な
い
こ
と
は

な
ん
で
も

聞
く
の
じ
ゃ

国税庁ホームページ「税の仕組み」（https://www.nta.go.jp/shiraberu/
ippanjoho/gakushu/hatten/page01.htm）を加工して作成


